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第１章  基本事項 

 

 

１ 計画策定の目的 

近年の公営住宅を取り巻く情勢は、少子高齢・人口減少社会のさらなる進行や、社

会の成熟化などにより、大きな変革期を迎えようとしています。 

一方、地方公共団体においては、厳しい財政状況が続く中で、公共施設等の老朽化

対策が大きな課題となっており、早急に公共施設等の全体状況を把握し、長期的な視

点を持って、更新・長寿命化などを計画的に行うことにより、財政負担の軽減・平準

化を図っていくことが必要とされています。 

このようなことから、本町の町営住宅においても、定期的な修繕等による建物の長

寿命化や、適切な入居管理による既存住宅の有効活用を進めていくなど、時代の要請

に対応した住宅政策が求められているほか、平成１８年３月に策定した「愛川町町営

住宅ストック総合活用計画」は、計画目標年次である平成２７年度を迎えたことから、

本町を取り巻く社会経済情勢などを踏まえ、現在の町営住宅の現状の把握・整理をし

た上で、建替や改善等の方向性を選択し、町営住宅ストックについて、総合的に活用

を図っていくため、本計画を策定するものです。 

 

   

 

２ 計画の位置づけ 

本計画は、町の総合計画である『第５次愛川町総合計画－ひかり、みどり、ゆとり、

協働のまち愛川－』の個別計画として位置づけ、別に策定する「愛川町町営住宅管理

計画」に基づく町営住宅の整備・維持保全を進めるため、地域実情に応じた町営住宅

ストックの総合活用を適切な手法選択の基に行うものです。 
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愛川町都市マスタープラン 

愛川町高齢者保健福祉計画 

・介護保険事業計画 

愛川町地域防災計画 

愛川町障がい者計画 

愛川町地域福祉計画 

・地域福祉活動計画 

 

 

愛川町町営住宅ストック総合活用計画の位置づけ 

 

        第５次  

愛川町総合計画－ひかり、みどり、ゆとり、協働のまち愛川－ 

                

                                  

 

 

 

                           

                                      

                                  

 

 

 

 

         

 

 

 

３ 計画の期間 

計画の期間は、平成２８年度（２０１６年）から平成３７年度（２０２５年）まで

の１０年とします。 

なお、計画期間の平成２８年度から平成３２年度を前期、平成３３年度から平成  

３７年度を後期としますが、事業の進捗状況や社会経済情勢の変化に応じ、適宜計画

を見直すこととします。 

かながわ住宅計画 

神奈川県 

県営住宅ストック 

総合活用計画 

神奈川県 

地域住宅計画 

愛川町町営住宅管理計画 

(平成28年度～37年度） 

愛川町町営住宅ストック総合活用計画 

(平成28年度～37年度) 
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４ ストック活用の手法 

ストック活用のための手法としては、建替、全面的改善、個別改善、維持保全、   

用途廃止の５つに分類し、その中から適切な手法を選択します。 

 

（１）建替  

町営住宅を解体し、その土地の全部又は一部に新たに町営住宅を建設するもの 

 

（２）全面的改善 

下記の事項を全て含み、住戸については、躯体を残して全面的又はそれに準ず

る改善を行うもの 

 

ア 住戸改善（居住性向上、高齢者対応） 

イ 共用部分改善（高齢者対応、安全性確保） 

ウ 屋外・外構部分（高齢者対応） 

 

（３）個別改善 

町営住宅の質を向上させるために行う次の改善 

 

ア 規模増改善（２戸を１戸に改築することや居室等の住戸を増築すること） 

イ 住戸改善 

(ｱ) 居住性向上（設備改修等） 

(ｲ) 高齢者対応（間取り変更、段差解消、高齢者対応建具の設置、手摺の設 

置、断熱性の向上、情報化の対応等） 

(ｳ) 安全性確保（避難経路の確保、不燃化等） 

ウ 共用部分改善 

(ｱ) 居住性向上（設備改修等） 

(ｲ) 高齢者対応（段差解消、断熱性の向上、情報化の対応等） 

(ｳ) 安全性確保（耐震性改善、外壁落下防止の改修、防火区画、避難設備の 

設置等） 

(ｴ) 住環境向上（景観の向上等） 
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エ 屋外・外構改善 

(ｱ) 高齢者対応（段差解消、幅員確保、情報化の対応等） 

(ｲ) 安全性確保（避難経路確保、不燃化等） 

(ｳ) 住環境向上（共同施設改善、景観の向上等） 

オ 駐車場整備 

 

（４）維持保全  

町営住宅の効用を維持するために行う維持保守点検、経常修繕（経常的に必要

となる小規模な修繕）、計画修繕（計画的に実施すべき大規模な修繕）等、それぞ

れの標準管理期間は、以下に示すとおりとします。 

 

◎ 標準管理期間 

手 法 標 準 管 理 期 間 

建 替 

耐 火 構 造 ３５年 ～ ７０年 

準耐火構造 ２２．５年～４５年 

木 造 １５年 ～ ３０年 

全 面 的 改 善 概ね３０年以上 

個 別 改 善 概ね１０年以上 

※ 将来において建替を計画するものは、この限りではありません。 

 

（５）用途廃止 

 町営住宅の用途を廃止し、解体を行うもの 
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第２章  公営住宅ストックの概要 

 

 

１ 町営住宅の概要 

（１）町営住宅の変遷 

本町では、町営住宅を昭和２６年度から三増・中津地区で供給を開始しており、

昭和３１年度には半原・田代地区に住宅団地を建設し、当時の民間住宅の量的不

足を補う役割を担ってきました。 

昭和４０年代に入り、高度経済成長期を迎え、県内陸工業団地の完成を契機と

した人口増加に伴う住宅需要に応えるために、町営住宅団地の増設を進め、昭和

５０年代後半に１９５戸の管理戸数となりました。 

その後、昭和６３年度・平成２年度に三増住宅、平成５年度に川北住宅、平成 

１２・１６年度に田代住宅を建替し、最近では平成２１年度に原臼住宅第１期工

事の建替事業が完了となり、平成２７年４月現在では、８団地１９２戸を管理し

ています。 
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◎ 町営住宅一覧表                  平成27年4月1日現在 

№ 住宅名 建設年度 構造規模 
敷地面積

（㎡） 

床 面 積 

（㎡） 

建設

戸数 

管理

戸数 
摘    要 

１ 川北住宅 平成5年度 中層耐火３階建 1,741.75 

一般 82.54 

(13) 13 平成5年建替済 身障 71.14 

単身 53.56 

２ 原臼住宅 

昭和37年度 木造平家建 

3,141.0 

31.00 9 3 6戸用途廃止済 

平成21年度 低層耐火２階建 

一般 52.63 

（8） 8 平成21年度建替済 身障 53.93 

高齢 52.63 

３ 田代住宅 

平成12年度 低層耐火２階建 

3,743.03 

一般 91.82 

(12) 12 平成12年度建替済 身障 80.23 

高齢 80.23 

平成16年度 低層耐火２階建 

一般 94.53 

82.94 

(16) 16 平成16年度建替済 身障 82.87 

高齢 82.94 

４ 平山住宅 昭和41年度 木造平家建 2,912.35 31.00 20 6 14戸用途廃止済 

５ 三増住宅 
昭和63年度 

中層耐火３階建 3,532.56 
71.03 (18) 18 昭和63年度建替済 

平成2年度 73.57 （9） 9 平成2年度建替済 

６ 松台住宅 昭和39年度 準耐火平家建 1,659.05 31.00 10 10  

７ 桜台住宅 

昭和44年度 準耐火２階建 

3,292.54 

42.70 10 10 

平成11年度屋根防水改修

工事済 
昭和46年度 準耐火２階建 42.70 22 22 

昭和44年度 準耐火２階建 39.50 10 10 

８ 諏訪住宅 

昭和52年度 準耐火２階建 

6,170.74 

58.00 18 18 

平成12年度外壁塗装(全

棟)・屋根防水（W1～5号

棟、E3～5号棟）改修工事

済 

昭和54年度 準耐火２階建 61.40 12 12 

昭和59年度 中層耐火３階建 74.69 12 12 

昭和52年度 準耐火２階建 54.70 5 5 

昭和54年度 準耐火２階建 55.40 2 2 

昭和59年度 中層耐火３階建 66.10 6 6 

 建設戸数・管理戸数 合 計 
 

 212 192  

     ※ 建設戸数は建設当初の累計戸数、管理戸数は平成27年4月1日現在の戸数 

※ 床面積について、共用部のある住宅は共用部を等分し加算してあります。 

※ （ ）書き数字は、建替により整備した戸数 

 

 

 （２）管理戸数 

ア 事業手法・構造・建築年別戸数、棟数 

本町の町営住宅は、全て直接建設型のストックであり、昭和５９年度までに

人口増加に対応した建設事業を終了させています。その後、耐用年数の経過に

伴う住宅の解体と並行し、昭和６３年度以降からは４団地の住宅の建替を行っ

ています。
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◎ 事業手法別建築年代別戸数           平成27年4月1日現在 

区  分 
Ｓ４５年 

度以前 

Ｓ４６～ 

５５年度 

Ｓ５６～ 

Ｈ２年度 

Ｈ３～ 

１２年度 

Ｈ１３～ 

２２年度 

Ｈ２３年

度 以 降 
合  計 

町営住宅(直接) １４３ ５９ ４５ ２５ ２４ － ２９６ 

用 途 廃 止 等 (５) （１７） (１９) (３３) (２８) (２) (１０４) 

合    計 １３８ ４２ ２６ ▲８ ▲４ ▲２ １９２ 

ストック戸数 １３８ １８０ ２０６ １９８ １９４ １９２ １９２ 

※（ ）内数値は減失戸数（用途廃止等） 

 

◎ 構造別建築年代別戸数             平成27年4月1日現在 

区  分 
Ｓ４５年 

度以前 

Ｓ４６～ 

５５年度 

Ｓ５６～ 

Ｈ２年度 

Ｈ３～ 

１２年度 

Ｈ１３～ 

２２年度 

Ｈ２３年

度 以 降 
合  計 

木 造 
１１３

(５) 

－ 

（１７） 

－ 

(１９) 

－ 

(３３) 

－ 

(２８) 

－ 

(２) 

１１３ 

(１０４) 

準 耐 火 構 造 ３０ ５９ － － － － ８９ 

中低層耐火構造 － － ４５ ２５ ２４ － ９４ 

合    計 
１４３

(５) 

５９ 

（１７） 

４５ 

(１９) 

２５ 

(３３) 

２４ 

(２８) 

－ 

（２） 

２９６ 

(１０４) 

ストック戸数 １３８ １８０ ２０６ １９８ １９４ １９２ １９２ 

※（ ）内数値は減失戸数（用途廃止等） 

 

◎ 構造別建築年代別棟数             平成27年4月1日現在 

区  分 
Ｓ４５年 

度以前 

Ｓ４６～ 

５５年度 

Ｓ５６～ 

Ｈ２年度 

Ｈ３～ 

１２年度 

Ｈ１３～ 

２２年度 

Ｈ２３年

度 以 降 
合  計 

木 造 ９ － － － － － ９ 

準 耐 火 構 造 ６ １３ － － － － １９ 

中低層耐火構造 － － ４ ２ ２ － ８ 

合    計 １５ １３ ４ ２ ２ － ３６ 

 

    イ 地区別管理戸数 

町営住宅は、現在１９２戸を管理しており、半原地区(２４戸)、田代地区 

(３４戸)、三増地区（２７戸）、中津地区（１０７戸）の４つの地区にバラン

スよく配置されています。
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ウ 特定目的住宅の戸数 

管理戸数１９２戸のうち、一般世帯向けの住宅戸数は１７６戸となっていま

す。 

また、特定目的住宅として、車椅子等に対応した身障者世帯向けの住宅を 

４戸、高齢者向けの住宅を１２戸管理しています。 

 

 

    エ 居住水準 

(ｱ) 居住戸規模 

構造別に見ると、従来、建設した木造・準耐火構造の平家建住宅は、２ 

Ｋで３０㎡程度が大半です。また、準耐火構造の２階建は、２ＤＫで４２ 

㎡程度、３ＤＫで５８㎡となっています。 

 

 

◎ 構造別住戸規模                 平成27年4月1日現在 

区  分 
３０㎡ 

未満 

３０～ 

４０㎡ 

４０～ 

５０㎡ 

５０～ 

６０㎡ 

６０～ 

７０㎡ 

７０㎡ 

以上 
合  計 

木 造 － ９ － － － － ９ 

準 耐 火 構 造 － ２０ ３２ ２５ １２ － ８９ 

中低層耐火構造 － ２ － ３６ ４２ １４ ９４ 

合    計 － ３１ ３２ ６１ ５４ １４ １９２ 

 

 

◎ 建築年代別住戸規模             平成27年4月1日現在 

住 戸 面 積 
S４５年 

度以前 

S４６～ 

５５年度 

S５６～ 

H２年度 

H３～ 

１２年度 

H１３～ 

２２年度 

H２３年 

度以降 
合  計 

３０㎡  未満 － － － － － － － 

３０㎡～４０㎡ ２９ － － ２ － － ３１ 

４０㎡～５０㎡ １０ ２２ － － － － ３２ 

５０㎡～６０㎡ － ２０ ２７ １ ８ － ５６ 

６０㎡～７０㎡ － １７ １８ １６ ８ － ５９ 

７０㎡  以上 － － － ６ ８ － １４ 

合    計 ３９ ５９ ４５ ２５ ２４ － １９２ 
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(ｲ)   最低居住面積水準未満世帯 

町営住宅の「最低居住面積水準」未満の世帯は、６世帯で管理戸数全体

の３．１％となっています。 

 

オ 町営住宅の整備状況 

(ｱ)   浴槽の整備住戸数 

町営住宅の管理戸数１９２戸（平成２７年４月１日現在）の全てについ

て、浴室は設置してありますが、浴槽などの持ち込みを必要とする住宅は

９５戸で、その内訳は木造が９戸、準耐火構造が８６戸となっています。 

 

(ｲ)  給湯設備の整備住戸数  

平成５年度以降に建替を行った住宅４９戸については、３箇所給湯設

備が整備されており、その他１４３戸のうち、いずれかの設備が整備さ

れている住宅が４８戸、全て未整備の住宅が９５戸となっています。 

 

(ｳ)   高齢者対応仕様の整備住戸数 

平成５年度以降に建替を行った住宅４９戸については、公営住宅等整

備基準を満たしていますが、その他１４３戸は基準を満たしておりませ

ん。 

      

◎ 町営住宅の整備状況（まとめ）         平成27年4月1日現在 

整備状況の区分 
戸 数

（戸） 

総管理戸数対

する構成比 

 （％） 

① 浴槽の整備住戸数 ９７ ５０．５ 

② ３箇所給湯設備の整備住戸数 ４９ ２５．５ 

③ 

高齢者対応

仕様の整備

住戸数 

未整備 １４３ ７４．５ 

公営住宅等整備基準を満たしているもの ４９ ２５．５ 

段差解消・手摺のみの整備 ０  ０．０ 

④ 専有面積４０㎡未満住戸数 ３１ １６．１ 

①～④の全てが基準以上である住戸数（浴室有り・３箇所 

の給湯有り・高齢者対応仕様整備済・面積４０㎡以上） 
４９ ２５．５ 

※ 専有面積４０㎡とは、標準的な世帯構成（３人世帯）の最低居住水準面積 

    ただし、川北住宅単身者用２戸については、最低居住水準面積を２０㎡ 
※ ３箇所給湯設備とは、台所、洗面所、風呂への給湯可能な設備 
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カ 居住世帯の状況 

(ｱ)  世帯主の年齢 

町営住宅入居世帯の世帯主の年齢を見ると、６５歳以上の世帯が５５.２％

となっており、町全体での６５歳以上の割合が３５.４％であるのと比べ、  

高い割合を示しており、高齢化が進行していることがわかります。 

 

 ◎ 世帯主の年齢別世帯数   

年  齢 
町 営 住 宅 全 町 

世 帯 数 割 合 世 帯 数 割 合 

２５歳未満 ０ ０.０％ １２０ ０.８％ 

２５～３４歳 ５ ２.８％ １,１３０ ７.８％ 

３５～４４歳 ２５ １３.８％ ２,４３０ １６.９％ 

４５～５４歳 ２５ １３.８％ ２,２７０ １５.７％ 

５５～６４歳 ２６ １４.４％ ３,３８０ ２３.４％ 

６５歳以上 １００ ５５.２％ ５,１１０ ３５.４％ 

合  計 １８１ １００.０％ １４,４４０ １００.０％ 

※ 全町の世帯数については、世帯主の年齢が不詳の世帯を除きます。 

※ 全町：平成25年住宅・土地統計調査結果（総務省統計局） 

※ 町営住宅の入居者の状況は平成27年5月1日現在とします。（以下の表についても同様） 

 

(ｲ) 家族人員 

町営住宅入居世帯の家族構成は、１人及び２人世帯の割合が多く、全体

の７２．９％を占めています。町全体での世帯構成と比較すると、1人（単

身）世帯の割合が著しく多いことがわかります。 

 

◎ 家族人員別世帯数   

世帯人員 
町 営 住 宅 全 町 

世 帯 数 割 合 世 帯 数 割 合 

１人 ７３ ４０．３％ ３，９４０ ２５．１％ 

２人 ５９ ３２．６％ ４，８５０ ３０．９％ 

３人 ２８ １５．５％ ３，０５０ １９．４％ 

４人 １４ ７．７％ ２，４７０ １５．８％ 

５人 ７ ３．９％ ９２０ ５．９％ 

６人以上 ０ ０．０％ ４５０ ２．９％ 

合  計 １８１ １００．０％ １５，６８０ １００．０％ 

※ 全町の世帯数において、世帯人員が不詳の世帯は除きます。 

※ 全町：平成25年住宅・土地統計調査結果（総務省統計局）
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(ｳ) 高齢者のいる世帯 

高齢者のいる世帯の状況を見ると、町営住宅では高齢者のいる世帯が１０５ 

世帯で５８.０％となっています。町全体では、６,４４０世帯で４１.１％で 

あり、町営住宅入居世帯の割合は、１７％以上高い状況となっています。 

 

◎ 高齢者のいる世帯の状況（※高齢者は６５歳以上とします。） 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 高齢者一般世帯とは、高齢者夫婦世帯、高齢者単身世帯以外の世帯 

※ 全町：平成25年住宅・土地統計調査結果（総務省統計局） 

 

 

(ｴ) 入居者の年齢構成 

町営住宅入居世帯の年齢構成の割合は、６５歳以上の入居者が最も多く  

３５．３％、次いで、２５歳未満の入居者が２４.６％となっています。 

町全体の人口構成においては、６５歳以上の人口が２５.５％で、２５歳未

満の人口２２.３％であることから、町営住宅入居者は高齢者と若年者の割合

が多い状況となっています。 

 

◎ 入居者の年齢構成と町全体の人口構成の比較 

 

 

 

  

 

 

 

 

  ※ 町営住宅入居者：町営住宅入居者数は、平成27年5月1日現在 

※ 全町：住民基本台帳人口（平成27年1月1日現在）

高齢者世帯の区分 町営住宅 全   町 

高齢者のいる世帯 １０５ (５８.０％) ６,４４０ (４１.１％) 

 高齢者一般世帯 １１   (６.１％) １,８８０ (１２.０％) 

高齢者夫婦世帯 ３８ (２１.０％) ２,２８０ (１４.５％) 

  いずれか一方が高齢者 ２２ (１２.２％) ４５０  (２.９％) 

  夫婦とも高齢者 １６  (８.８％) １,８３０ (１１.７％) 

  高齢者単身世帯 ５６ (３０.９％) １,１９０  (７.６％) 

高齢者のいない世帯 ７６ (４２.０％) ９,２４０ (５８.９％) 

総 世 帯 数 １８１(１００.０％) １５，６８０(１００.０％) 

年  齢 
町営住宅入居者 全    町 

入 居 者 構 成 比 人  口 構 成 比 

２５歳  未満 ９０ ２４.６％ ９，２７５ ２２.３％ 

２５～３４歳 ２０ ５.５％ ４，２５６ １０.２％ 

３５～４４歳 ５１ １３.９％ ５，９５５ １４.３％ 

４５～５４歳 ４０ １０.９％ ５，４０７ １３.１％ 

５５～６４歳 ３６ ９.８％ ６，１１４ １４.６％ 

６５歳  以上 １２９ ３５.３％ １０，３７９ ２５.５％ 

合  計 ３６６ １００.０％ ４１，３８６ １００.０％ 
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２ 異なる事業主体の公営住宅の概要 

町内にある県営住宅は、平成９年度に２６戸建設され、このうち、高齢者世帯向け 

住宅１戸、身障者世帯向け住宅１戸が整備されています。 

 

◎ 県営住宅戸数 

団地名 戸  数 建築年度 構造タイプ 規模 

県営住宅       

中津くすのきハイツ  
２６戸 平成９年度 中・低層耐火 ６０㎡以上 

      ※一般世帯向け住宅２４戸、高齢者世帯向け住宅１戸、身障者向け住宅１戸 

 

３ 従来の取組み 

本町における町営住宅の過去の取組みは、以下のとおりです。 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ ( )は、建替えによる改善戸数 

 

 

 

年 度 建替事業 

改 善 事 業  

高齢者・障がい者 

向け改善 
外部等の改善 下水道への接続 

 

昭和６３年度 １８戸 ― ― ― 

平成 ２年度  ９戸 ― ― ― 

平成 ５年度 １３戸 （３戸） ― ― 

平成１１年度 ― ― ４２戸 ― 

平成１２年度 １２戸 （６戸） ３７戸 （１２戸） 

平成１６年度 １６戸 （６戸） ― （１６戸） 

平成２１年度  ８戸 （１戸） ―   （８戸） 

合 計 ７６戸 （１６戸） ７９戸 （３６戸） 
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第３章  町内における公営住宅の需要と役割 

 

 

１ 公営住宅の需要 

（１）町営住宅及び県営住宅の整備率 

    町営住宅及び県営住宅を併せた公営借家世帯数は、総世帯数のうち、１.４％を

占め、総借家世帯数に占める割合は６.１％です。このうち、町営住宅世帯が総世

帯数に占める割合は１.２％、総借家世帯数に占める割合は５.４％となっています。 

 

◎ 公営借家世帯率（県営及び町営住宅に居住する世帯数の合計） 

平成25年住宅・土地統計調査結果（総務省統計局） 
 公営借家世帯 総 世 帯 総借家世帯 公営借家世帯率 

ａ ｂ ｃ ａ／ｂ ａ／ｃ 

世 帯 数 ２１８ １５,６８０ ３,５８０ １.４％ ６.１％ 

 

 

◎ 町営住宅世帯率     平成25年住宅・土地統計調査結果（総務省統計局） 

 町営住宅世帯 総 世 帯 総借家世帯 町営住宅世帯率 

ａ ｂ ｃ ａ／ｂ ａ／ｃ 

町内全域 １９２ １５,６８０ ３,５８０ １.２％ ５.４％ 

※上記２つの表において、公営借家世帯・町営住宅世帯数は、平成２５年１０月１日現

在の管理戸数を計上しています。 

 

（２）最低居住面積水準未満の状況 

平成２５年の住宅・土地統計調査では、総世帯数１５,６８０世帯のうち、最

低居住面積水準未満世帯は８２０世帯あり、その割合は５.２％となっています。

このうち７２０世帯が借家であり、その９割以上を民営借家が占めています。 
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◎ 最低居住面積水準未満世帯の状況 

                           平成25年住宅・土地統計調結果（総務省統計局査） 

世 帯 区 分 総   数 
最低居住水準未満世帯の状況 

世 帯 数 世 帯 率 

世 帯 数 １５,６８０ ８２０ ５.２％ 

 

持 ち 家 １１,５２０ １００ ０.９％ 

 

借   家 ３,５８０ ７２０ ２０.１％ 

公 営 の 借 家 １００ １０ １０.０％ 

公団・公社の借家 ５０ ２０ ４０.０％ 

民 営 借 家 ３,２８０ ６８０ ２０.７％ 

給 与 住 宅 １４０ ２０ １４.３％ 

 

（３）空家の状況 

町営住宅の空家は、１１戸で全体の５.７％であり、そのうち４戸が政策空家と

なっています。 

 

◎ 空家の状況                     平成27年5月1日現在 

 戸 数 入居世帯数 空家戸数 うち政策空家 空家率 

ａ ｂ ｃ ｄ ｃ／ａ ｃ-ｄ／ａ 

町内全域 １９２ １８１ １１ ４ ５.７％ ３.６％ 

 

 

（４）募集の状況 

町営住宅の過去５年の空家募集状況は、以下のとおりで、応募倍率は募集戸数・ 

募集場所等に影響されるため、必ずしも均一ではありませんが、応募戸数が募集

戸数を下回る状況も見られます。 

過去５箇年の平均では１.７倍の応募倍率となっています。 
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◎ 募集状況                    平成27年3月31日現在 

年 度 
新規募集 空家募集 

募集戸数 応募戸数 応募倍率 募集戸数 応募戸数 応募倍率 

平成２２年度 － － － ７ ３１ ４.４ 

平成２３年度 － － － ６ １５ ２.５ 

平成２４年度 － － － １５ １４ ０.９ 

平成２５年度 － － － １０ １７ １.７ 

平成２６年度 － － － １８ ２０ １.１ 

合  計 － － － ５６ ９７ １.７ 

 

（５）需要の見込み 

最近の町営住宅への応募状況では、立地条件などにより募集定員に満たない 

住宅もあります。また、老朽化の著しい木造住宅等を募集停止している中での  

管理戸数の状況において、応募倍率は２倍を下回る傾向となっています。 

今後、高齢社会の進行により、高齢者向け住宅の需要数の緩やかな増加が見込

まれます。 
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２ 町営住宅ストックの課題と役割 

町の住宅事情や公営住宅の現状と将来の需要の見通しを踏まえ、町営住宅ストック

の課題と役割を整理し、今後の町営住宅政策の方向を以下のように設定します。 

 

◎ ストック活用に係る課題と役割 

 

 

 

 

 

（１）老朽化の進行した木造及び準耐火構造住宅ストックへの対応 

町内には昭和３０年代から４０年代に供給された木造や準耐火構造住宅が老

朽化した状態で残されています。これらのストックは既に耐用年数を大幅に超え

ており、地震や火災等の観点からも耐用年数を超えた住宅については、解体等を  

検討する必要があります。 

 

（２）急速に進行する高齢社会に対応した住環境整備 

町営住宅の入居世帯は、６５歳以上の単身及び夫婦世帯が高い割合を占めてき

ており、今後、さらに高齢者の割合は高くなることが予測されます。 

このため、本町の住宅については、高齢者向け住宅の充足が求められており、

高齢者に対応した住宅施策の検討が必要と考えられます。今後は、高齢者世帯の

自立した生活を支援するためにも、高齢者向けの仕様を持つ住宅整備が必要とな

ってきます。 

 

（３）建替済の耐火構造住宅の経年に伴う改善事業による対応 

既に町営住宅の建替を行い、建築後１５年を経過した耐火構造住宅については、

外壁や屋根などの改善事業が必要となってきます。 

そのため、適切な手法選択により、ストックを活用することが必要となります。

（１） 老朽化の進行した木造及び準耐火構造住宅ストックへの対応 

（２） 急速に進行する高齢社会に対応した住環境整備 

（３） 建替済の耐火構造住宅の経年に伴う改善事業による対応 

（４） 高齢・単身・障がい者世帯等の小規模世帯のバランス変化への対応 

（５） 地域のまちづくりとの連携 
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（４）高齢・単身・障がい者世帯等の小規模世帯のバランス変化への対応 

現在、町営住宅の入居者は、高齢・単身・障がい者等の世帯が、全体の６割以

上を占めており、今後の町営住宅の需要は、少子高齢社会の進行等に伴い、小

家族世帯の占める割合が、さらに高くなると想定されます。 

このことから、公営住宅を必要とする世帯に対し、その世帯に適した規模の住

宅を供給するとともに、世帯・年齢構成の異なる世帯どうしの交流に配慮した

住宅供給が望まれます。 

 

（５）地域のまちづくりとの連携 

町営住宅は、住宅に困窮する世帯の救済という住宅政策としての基本的な役割

を担うとともに、限られた町有地としての敷地を活かした中で、周辺地域に  

調和した環境整備や住み慣れた地域形成など、社会的な要請に応じていくこと

が望まれます。 
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第４章  ストック活用の基本目標 

 

１ 基本理念・目標 

今後、確立すべき町営住宅施策の目標としては、住宅の量ではなく、住むことの豊

かさが実感できる住まいを実現するとともに、町の活性化に結びつく施策を展開する

ことにあります。このような視点を基に、町営住宅ストックの活用を推進する上で、

踏まえるべき施策の基本的な目標を、以下のとおり定めます。 

 

◎ ストック活用の基本方針 

（１）既存ストックの整備統合 

（２）高齢者等の居住に配慮した設備･機能の確保 

（３）地域のまちづくりに貢献できる住宅づくり 

 

（１）既存ストックの整備統合 

抜本的な対応が必要となっている老朽化の進行したストックや居住性が劣るス

トックについては、建替や住戸改善を推進し、居住者の安全性や最低限の居住性を

確保します。 
 

（２）高齢者等の居住に配慮した設備･機能の確保 

高齢者・障がい者が、安心・安全に暮らせる居住環境の整備が必要となっていま

す。したがって、町営住宅のストック活用にあたっては、適切な整備による良質な

高齢者・障がい者向け住宅の設備･機能を確保します。 
 

（３）地域のまちづくりに貢献できる住宅づくり 

近年は、若年層の町外転出などの進行により、地域の活力が失われる傾向にある

ことから、町全体での活性化が望まれています。このため、町に活力を与えること

を目的とした子育てファミリー世帯や高齢者が安心して暮らせる受け皿として、町

営住宅を整備し、その地域への定住化と交流の場となる住宅づくりが必要です。 

また、町営住宅だけに限定しない「地域の方々が憩える広場」等の併設も検討す

る必要があります。そのためには、周辺の居住環境の向上を考えた住宅整備を進め、

地域のまちづくりに貢献できるよう配慮することが必要と考えます。
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 ２ 目標戸数 

（１）活用方法 

町営住宅の活用方法は、建替、全面的改善、個別改善、維持保全、用途廃止と

し、その中から適切な手法を選択するものとします。なお、基本的な考え方とし

ては、「第１章 ４ ストック活用の手法」に記載してあります。 

 

◎ 活用手法 

建 替 
現に存する住宅を解体し、その土地の全部又は一部に新たに住宅

を建設するもの 

全面的改善 

 

下記の事項をすべて含み、躯体以外の内装、設備等、住戸内部の

全体又は大部分の改善を行うもの 

（住戸改善） 

・手摺設置、浴室改修、段差解消等の高齢者対応、給湯設備設

置等の居住性向上 

（共用部分改善） 

・安全性確保、段差解消等の高齢者対応 

（屋外・外構改善） 

・手摺設置、段差解消等の高齢者対応 

個 別 改 善 

 

（規模増改善） 

・住戸の増築、複数住戸の結合又は戸境の変更等 

（住戸改善） 

・手摺設置、浴室改修、段差解消等の高齢者対応、給湯設備設

置等の居住性向上、安全性確保 

（共用部分改善） 

・安全性確保、居住性向上、段差解消等の高齢者対応 

（屋外・外構改善） 

・外壁改善、共同施設整備等の住環境向上、手摺設置、居住性

向上、段差解消等の高齢者対応、安全性確保 

維持保全 保守点検、修繕を行うもの 

用途廃止 町営住宅の用途を廃止し、解体を行うもの 
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（２）標準管理期間 

建替、全面的改善及び個別改善後の標準管理期間は、以下のとおりとします。 

 

◎ ストック活用の手法ごとの標準管理期間 

手 法 管 理 期 間 

建 替 ３５年 ～ ７０年 

全 面 的 改 善 概ね３０年以上 

個 別 改 善 概ね１０年以上 

 

 

（３）管理戸数 

計画期間（平成２８年度から３７年度）における町営住宅の管理戸数について

は、既存の老朽化の著しい木造住宅等を用途廃止し、解体撤去を実施するととも

に、必要に応じ現状の町営住宅の改善等を図り、維持管理に努めます。 

なお、事業の進捗状況及び社会経済情勢の変化に応じ、適宜計画の見直しを行

います。 

このようなことも踏まえながら、基本的には、「愛川町町営住宅管理計画」の「第

２章 ８ 今後の管理計画の方針」に基づき、本町の管理戸数は、概ね１８０戸

を目標戸数とします。 
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３ 整備水準の目標 

今まで整理したストック活用の基本方針を踏まえ、建替や改善を行う際に確保すべ

き整備水準を下記のとおり設定します。 

 

（１）住戸規模及び構成 

① 各居住室の構成及び規模は、個人のプライバシー、家庭の団らん等に配慮し

て、自立した生活を営む上で、最低限必要な水準を確保します。 

② 専用の台所、その他の家事スペース、便所、洗面所及び浴室を確保します。 

③ 世帯構成に応じた適切な収納スペースを確保します。 

 

（２）性能・設備 

① 遮音、換気、採光、暖房、給湯等に関して、適正な水準を確保します。 

② 防水・避難、転落・落下物の防止、人の転倒等の防止、ガス漏れ・燃焼ガス               

による事故の防止及び防犯に関して、適切な水準を確保します。 

③ 耐久性、防水性、結露防止及び部材等の交換・保守の容易性に関して、長期

にわたり円滑な維持管理が可能であるように、適正な水準を確保します。 

④ 高齢者等の身体機能低下等に対応して、高齢者等の日常活動の安全性、容易

性等に関して、適正な水準を確保します。 

 

（３）共用部分、付帯施設等 

① 高齢者等の日常活動の安全性、容易性等に関して、適切な水準を確保します。 

② 付帯施設や共同施設についても、高齢者等の日常活動の安全性、容易性等に

関して、適正な水準を確保します。 

 

（４）多様な住宅供給 

① 建替等にあたっては、将来の需要への対応や、家族構成が異なる世帯の交流

に配慮し、入居者の世帯構成を踏まえた型別供給を推進します。 

② 今後、さらに少子高齢・人口減少社会への進行は確実であり、その社会状況

に対応したバリアフリー住宅の供給を推進します。 
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第５章  活用手法の選定 

 

 

１ 手法の選定フロー 

  活用手法は以下に示す、１次から３次までの判定により選定します。 

 

  ◎ 活用手法の選定フロー 

 

【１次判定（住棟及び住宅単位の判定）】 

 

築年数による判定  建替の施工性等による判定 

 

 

    

【２次判定（住棟単位の判定）】 

 

構造体による判定  居住性による判定 

 

 

 

【３次判定（住宅単位の判定）】 

 

耐火性能  住宅単位での効率的なストックの活用 

 

浴室の有無  ま ち づ く り と の 連 携 

 

費用対効果 

 

 

 

 

 

 
 

住宅別活用計画 
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２ 活用手法の選定基準 

（１）１次判定 

    住棟及び住宅単位において判定を行います。 

ア 築年数による判定 

・建築後３５年以上経過しているストックは、建替・用途廃止の候補住宅とし

ます。 

イ 改善履歴 

・改修等で大規模な改善を実施したストックは、維持保全とします。 

ウ 避難の安全性 

・接続道路の幅員が狭あいである場合や敷地面積が狭小である場合等により、

建替が極めて困難であり、二方向避難の確保が難しい住宅は、用途廃止の  

候補住宅とします。 

（２）２次判定 

    技術的な判断から活用手法を選定します。 

ア 居住水準からの判断 

・３人世帯の最低居住水準（４０㎡）を確保できない小規模ストックについて

は、建替・全面的改善とします。 

    イ 居住性・設備等からの判断 

・バリアフリー等の居住性、浴室や便所等の設備、内装、間取りなどについて、

時代のニーズに対応できないストックは、原則として全面的改善、また、  

一部対応しているストックは、個別改善、既に対応しているストックは、  

維持保全とします。 

（３）３次判定 

    １次及び２次判定の結果を踏まえ、以下の判定基準により住宅別住棟別活用手法

として選定を行います。 

    ア 住宅規模等 

・敷地の有効活用等を勘案し、複数の手法（建替と改善）が望まれる場合は、

それらを選択します。 

    イ 外壁改善 

・景観向上に資する外壁改善（個別改善）を必要な住宅に実施します。 

    ウ まちづくりと連携 

・地域に必要な施設の整備、周辺住民も視野に入れた交流のための空間、周辺 

道路、地域の自治会活動を誘発する空間等の確保が望まれる場合は、建替を

検討します。
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３ 活用手法の選定結果 

(１) 選定結果の総括 

   １次から３次判定による活用手法の選定結果の総括は、以下のとおりです。 

 

◎ 活用手法の選定結果（総括） 

 

木造住宅  

原臼住宅3戸 

 

用途廃止 

原臼住宅 
（H20年解体跡地） 

建替 

建替困難住宅 
 

平山住宅 
 

用途廃止 

準耐火平家建住宅 
 

松台住宅 
 

準耐火２階建住宅 

昭和４０年代建設 

 

桜台住宅 

 

維持保全 

準耐火２階建住宅 

昭和５０年代建設 

 

諏訪住宅 

 

個別改善・維持保全 

中層耐火３階建住宅 

昭和５０年代建設 

  

建替済住宅 

 
三増住宅 

川北住宅 

田代住宅 

原臼住宅 
（H21建設） 

 

個別改善・維持保全 

 

本町の町営住宅ストック活用手法による選定により、用途廃止戸数や管理目 

標戸数を勘案した建替を実施していきます。 

住宅用地を周辺の道路状況や土地の地形等から勘案し、建替に不適格な  

条件に位置する住宅用地は、基本的に用途廃止の方向とします。 

なお、建替済の耐火構造住宅のうち原臼住宅以外は、築１０年以上の経過年

数を踏まえ、今後は、順次個別的な改善を実施し、高齢者・障がい者に配慮し

たバリアフリー化を図る住宅改善に努めます。 
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（２）選定結果 

   １次から３次判定までの選定結果を活用手法のタイプ別に整理すると以 

下のとおりです。 

 

タ イ プ 住 宅 名 建設年度 管理戸数 

計 画 期 間 

前  期 後  期 

平成２８～３２年度 平成３３～３７年度 

用途廃止 

原臼住宅 

昭和３７  ３ 用途廃止  

建 替 
平成２０ 

解体跡地 
 ８ 建替  

用途廃止 

平山住宅 昭和４１  ６ 用途廃止 用途廃止 

松台住宅 昭和３９ １０ 用途廃止 用途廃止 

維持保全 桜台住宅 

昭和４４ ２０ 維持保全  

昭和４６ ２２ 維持保全  

個別改善 

維持保全 

諏訪住宅 

昭和５２ ２３  個別改善 

昭和５４ １４  個別改善 

昭和５９ １８ 個別改善 個別改善 

三増住宅 

昭和６３ １８ 個別改善  

平成 ２  ９ 個別改善  

川北住宅 平成 ５ １３  個別改善 

田代住宅 

平成１２ １２ 
 

個別改善 

平成１６ １６ 
 

個別改善 

原臼住宅 平成２１  ８ 
 

 

※ 活用手法の選定結果の表について 

・個別改善のうち外壁修繕は、昭和６３年度以降に建設された住棟のみを対象 

として実施します。 

・計画期間内の取組みが空欄のものは、継続的維持とする住宅ストックです。 
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４ ストック活用計画 

（１）手法別実施年度別戸数 

 計画期間における手法別、実施年度別の戸数は以下のとおりとします。 

 

◎ 手法別、実施年度別戸数総括表 

活 用 手 法 

計画期間内の事業戸数 

前 期 後 期 

合 計 平成28 

  ～32年度 

平成33 

  ～37年度 

建 替 ８戸 － ８戸 

全面的改善 － － － 

個別改善 ４５戸 １１９戸 １６４戸 

 

住戸改善 － ２３戸 ２３戸 

共用部改善・外壁改善 ４５戸 ９６戸 １４１戸 

屋外・外構改善 － － － 

用途廃止 １１戸 ８戸 １９戸 

 

（２）計画期間における取組み 

ア 建替 

計画期間における建替住宅は、以下のとおりとします。 

◎ 計画期間における取組み（建替） 

住宅名 建設年度 

全 体 計画期間内の事業戸数 

管理戸数 計画戸数 
前 期 後 期 

平成28～32年度 平成33～37年度 

原臼住宅 
（H20年解体

跡地） 
昭和３７ ０戸 ８戸 ８戸 － 

合    計 ０戸 ８戸 ８戸 
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イ 個別改善 

計画期間において個別改善を実施する住宅は、以下のとおりとします。 

 

  ◎ 計画期間における取組み（個別改善） 

住 宅 名 建設年度 管理戸数 

計画期間内の事業戸数 

前 期 後 期 

平成28～32年度 平成33～37年度 

諏訪住宅 

昭和５２ ２３戸 － ２３戸 

昭和５４ １４戸 － １４戸 

昭和５９ １８戸 １８戸 １８戸 

三増住宅 
昭和６３ １８戸 １８戸 － 

平成２  ９戸  ９戸 － 

川北住宅 平成５ １３戸 － １３戸 

田代住宅 
平成１２ １２戸 － １２戸 

平成１６ １６戸 － １６戸 

合    計 １２３戸 ４５戸 ９６戸 

 

 

ウ 全面的改善 

全面的改善を実施する場合は、入居者等のいる状況で困難な面があり、また、

実施にあたっては、中長期的に継続使用可能な住宅を選定する必要があること

から、建替と個別改善を優先して実施することとします。
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エ 用途廃止 

    計画期間内の用途廃止住宅は、以下のとおりとします。ただし、用途廃止

時期については、計画期間後も含め、居住者の状況に応じて柔軟に対応しま

す。また、平山住宅については、耐用年数を大幅に上回っているため、空家

となった場合は、随時用途廃止を行います。さらに、松台住宅を含め、現在

の居住者に対しては、他の町営住宅への住替えの斡旋を図っていきます。 

 

      ◎ 計画期間における取組み（用途廃止） 

住宅名 建設年度 管理戸数 

計画期間内の事業戸数 

前 期 後 期 

平成28～32年度 平成33～37年度 

原臼住宅 昭和３７   ３戸 ３戸 － 

平山住宅 昭和４１   ６戸 ３戸 ３戸 

松台住宅 昭和３９ １０戸 ５戸 ５戸 

合   計 １９戸 １１戸 ８戸 
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第６章  計画の実現に向けて 

 

１ 管理・維持保全の方針 

町営住宅の良好な居住環境を保全するためには、適切な管理及び維持保全を行うこ

とが必要です。 

維持保全には、日常的な保守点検、突発的に発生する支障箇所に対し実施する経常

的修繕、建物管理など周期的に実施する計画的修繕、空家となった段階で行うリフォ

ーム等があります。 

周期的に実施する計画修繕については、以下のとおりとします。 

 

◎ 計画修繕の周期 

工         種 標準修繕周期 備        考 

建 

 

築 

 

工 

 

事 

屋 根 

アスファルト露出防水 ２０年 アスファルトの破れ等 

アスファルトシングル葺き ２０年 浮き、割れ、雨漏り等 

シート防水 ２０年 浮き、剥れ、雨漏り等 

塗膜防水 ２０年 浮き、剥れ、磨耗、雨漏り等 

外 壁 

モルタル塗り １５年～２０年 浮き、亀裂、雨水の浸入 

吹付仕上げ １５年～２０年 
コーキング補修共 

浮き、亀裂、雨水の浸入 

塗装仕上げ(鉄部含む） ５年～１０年 浮き、剥がれ、磨耗等 

建 具 
スチールサッシ・ドア ３０年 腐食、ひずみ、錠前、蝶番、ドアチェック等 

アルミサッシ・ドア ４０年 同上 

外部手摺 金属製 ３０年～４０年 腐食、ぐらつき 

その他 外部縦樋等 ３０年 亀裂、割れ、異物除去 

電

気

設

備

工

事 

照明器具 照明器具 ２０年 破損部品等交換 

電力設備 配電盤類 ２５年 スイッチ類の接点補修 

その他 

テレビ共聴装置 ２０年 更新 

火災報知器類 ２０年 更新 

簡易防災警報機 ７年～９年 更新 

機

械

設

備 

工

事 

給水設備 

ポンプ類 １５年～２０年 絶縁抵抗測定、オーバーホール、更新 

風呂釜 給湯器 １０年 更新 

受水槽 ２０年～３０年 パッキン等の交換、鉄部塗装、更新 

給水管 ２５年～３０年 取り替え・更新等 

排水設備 排水管 ３０年～４０年 清掃・取り替え・更新等 

その他 その他配管類等 １０年～４０年 関連機器等と合せて更新 

※ 参考図書 建築物のライフサイクルコスト （財）建築保全センター 
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２ 居住者との合意形成の方針 

改善の実施に際しては、入居者との合意形成を図るための方針として、居住者に充分

な情報を提供していく必要があります。 

 

（１）広報活動 

整備について、町から居住者へ広報活動を行う方法としては、次のとおりとします。 

ア 町広報やホームページの利用 

イ 対象住宅居住者への説明会及び個別説明 

 

（２）入居者への配慮 

建替事業を実施する場合には、入居者の理解と協力を得て、整備を進めること

が大切となります。実際に整備を行うにあたり、対象入居者の全員に直接説明し、

その意見・要望等も聞きながら進めます。 

 

（３）高齢者世帯等への対応 

建替事業を実施する場合には、高齢者や障がい者が住み慣れた住宅から移転す

ることになり、身体的・精神的にも、ある程度の負担となることが考えられます。 

これらの世帯に対しては、高齢者等の身体特性に配慮した住宅を整備するとと

もに、福祉施策との連携により、日常生活を支援する各種福祉サービスなどソフ

ト面での対策を講じることが望まれます。 

特に、居住歴の長い高齢者を多く抱えている住宅では、現在の地域交流に配慮

した住替え移転が必要と思われます。併せて、建替に伴う家賃の上昇に対する配

慮を行う必要があります。  

  

（４）高額所得者世帯等の住替え促進 

町営住宅は、「真に住宅に困窮する世帯」へ供給することを目的としています。

そのため、高額所得者世帯等に対しては、その他公的住宅や民間住宅等への住替

えを促進します。 
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３ 他の事業主体等との連携方針 

（１）連絡協力体制の構築 

町営住宅の供給・管理にあたっては、量よりも質を重視すべき時代となってお

り、以前のように住宅の数を増やすだけでは、必ずしも居住者のニーズに対応で

きる状態にはなりません。 

このような状況に対して、居住する人の立場に立った町営住宅施策を推進する

ことが必要となり、町福祉部局との連携強化をはじめ、国、県や関係団体などと

の緊密な連絡協力体制の構築が望まれます。 

 

（２）新たな手法の検討 

町営住宅の供給にあたっては、公営住宅法上、民間が建設した住宅の借上げや

買取りなどの手法が可能となっています。 

特に、近年の経済・社会情勢から見て、公共事業において民間活力の導入を検

討することは重要となっています。 

したがって、町営住宅のストック活用においては、効率的な手法を検討する必

要があり、さらに管理や運営面においても、民間委託等について検討の必要があ

ります。 

 

（３）募集情報等の提供 

空家住宅への入居者募集を行うにあたっては、住宅情報を提供する広報活動を

展開していく必要があります。 

このため、町営住宅及び県営住宅の募集情報を双方の窓口で提供することや、

ホームページ上でネット情報として提供することなど、情報提供手段の検討をし

ていく必要があります。 

 

（４）地域の実情に配慮 

   町営住宅のストック総合活用計画の推進にあたっては、入居者だけでなく団地

周辺の住民に対しても配慮が必要となります。 
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